
第
一
号

広

島

県

訓

令

広
島
県
議
会
事
務
局
訓
令

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令

広

島

県

監

査

委

員

訓

令

広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令

広
島
県
土
地
造
成
事
業
管
理
規
程

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程

広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程

本

庁

地

方

機

関

議

会

事

務

局

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

人

事

委

員

会

事

務

局

監

査

委

員

事

務

局

労

働

委

員

会

事

務

局

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

商

工

労

働

局

本

庁

企

業

局

本

庁

企

業

局

地

方

機

関

病

院

事

業

局

本

庁

病

院

事

業

局

病

院

広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

広

島

県

知

事

湯

﨑

英

彦

広

島

県

議

会

議

長

中

本

隆

志

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

国

政

道

明

広
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

加

藤

誠

広

島

県

代

表

監

査

委

員

川

上

俊

幸

広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

北

田

國

一

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者

沖

邉

竜

哉

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者

平

川

勝

洋

広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。



）
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。

）
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い 

う
。
）
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
た
め
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

機
関 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
。
以
下
「
行
政
組
織
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
庁
（
以
下
「
本
庁
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
地
方
機
関
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
以
下
「
地
方
機
関
」
と
い
う
。

）
、
広
島
県
議
会
事
務
局
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
条
例
第
八
十
号
）
に
規
定
す
る
広
島
県
議

会
事
務
局
、
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三

十
四
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、
広
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の

組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
に
規
定
す
る
広
島
県
人

事
委
員
会
事
務
局
、
広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
（

平
成
十
六
年
広
島
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
に
規
定
す
る
広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
、
広
島
県
労

働
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
九
十
号
）
に
規
定
す
る

広
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
及
び
広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
五
月
三
十
日

施
行
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
行

政
委
員
会
等
事
務
局
」
と
い
う
。
）
、
広
島
県
土
地
造
成
事
業
組
織
規
程
（
令
和
四
年
広
島
県
土
地

造
成
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
工
労
働
局
の
本
庁
（
以
下
「
商
工
労

働
局
本
庁
」
と
い
う
。
）
、
広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理

規
程
第
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
局
の
本
庁
（
以
下
「
企
業
局
本
庁
」
と
い
う
。
）

及
び
企
業
局
の
地
方
機
関
（
以
下
「
企
業
局
地
方
機
関
」
と
い
う
。
）
並
び
に
広
島
県
病
院
事
業
組

織
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
院

事
業
局
の
本
庁
（
以
下
「
病
院
事
業
局
本
庁
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
（

以
下
「
病
院
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。 

 

二 

所
属
長 

 
 

ア 

本
庁
に
あ
っ
て
は
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
に

あ
る
も
の
を
い
う
。 

 

区 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

分 

職 

課 

課
長 

行
政
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
特
別
又
は
臨
時
の
機
関
（
以

下
「
特
別
な
機
関
」
と
い
う
。
） 

担
当
課
長 

行
政
組
織
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
企
画
チ
ー
ム 

政
策
監
で
安
全
衛
生
管
理

を
担
当
す
る
者 



行
政
組
織
規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
チ
ー
ム 

担
当
課
長
で
安
全
衛
生
管

理
を
担
当
す
る
者 

  
 

イ 
本
庁
以
外
の
機
関
に
あ
っ
て
は
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に

掲
げ
る
職
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

 

機 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

関 

職 

地
方
機
関 

機
関
の
長 

行
政
委
員
会
等
事
務
局 

事
務
局
長 

商
工
労
働
局
本
庁 

商
工
労
働
総
務
課
長 

企
業
局
本
庁 

企
業
局
経
営
部
長 

企
業
局
地
方
機
関 

機
関
の
長 

病
院
事
業
局
本
庁 

病
院
事
業
局
事
務
部
長 

県
立
広
島
病
院 

事
務
局
長 

県
立
安
芸
津
病
院 

病
院
長 

  

三 

職
員 

各
機
関
に
勤
務
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
を
い
う
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
局
長
は
、
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は

別
に
定
め
る
。 

 

（
安
全
衛
生
事
務
の
分
掌
） 

第
三
条 

各
機
関
は
、
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

総
務
局
人
事
課
職
員
健
康
担
当
監
は
各
機
関
に
お
け
る
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
の
管
理
に
関
す
る
事

務
に
つ
い
て
必
要
な
調
整
を
行
う
。 

３ 

総
務
局
長
は
、
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
つ
い
て
統
括
管
理
し
、
各
機
関
の
所
属
長
を
指
揮
す
る
。 

 

（
所
属
長
の
責
務
） 

第
四
条 

所
属
長
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
事
項
を
適
切
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
職
場
に
お
け
る
所
属

職
員
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
し
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

安
全
衛
生
管
理
体
制 

 
 

 
 

第
一
節 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等 

 

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
） 

第
五
条 

職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項
を
統
括
す
る
た
め
、
各
機
関
に
総
括
安
全
衛
生
管
理
者

を
置
く
。 

２ 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

本
庁 

総
務
局
長 

 

二 

本
庁
以
外
の
機
関 

各
機
関
の
所
属
長 



 
（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
） 

第
六
条 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
当
該
機
関
に
お
け
る
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
推

進
者
、
衛
生
推
進
者
又
は
作
業
主
任
者
を
指
揮
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
統
括
管

理
す
る
。 

 

一 

職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

職
員
の
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
） 

第
七
条 

規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
者
と
す 

る
。 

 

一 

本
庁 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
あ
ら
か
じ
め
選
任
す
る
者 

 

二 

本
庁
以
外
の
機
関 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
あ
ら
か
じ
め
選
任
す
る 

 
 

者 

 

（
安
全
管
理
者
） 

第
八
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
で
、
施
行
令
第
二
条
に
規
定
す
る
業
種
の
う
ち
建

設
業
又
は
水
道
業
に
該
当
す
る
機
関
に
安
全
管
理
者
を
置
く
。 

２ 

安
全
管
理
者
は
、
所
属
長
が
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
一
人
選
任
す
る
。 

３ 

安
全
管
理
者
は
、
第
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
安
全
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
者
の
代
理
者
は
、
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う

ち
か
ら
所
属
長
が
選
任
す
る
者
と
す
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
安
全
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
安
全
管
理
者
選
任
報
告
書
（
別
記
様
式

第
一
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
衛
生
管
理
者
） 

第
九
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
に
衛
生
管
理
者
を
置
く
。 

２ 

各
機
関
に
お
け
る
衛
生
管
理
者
の
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

常 

時 

勤 

務 

す 

る 

職 

員 

の 

数 

衛
生
管
理
者
数 

五
〇
人
以
上
二
〇
〇
人
以
下 

一
人 

二
〇
〇
人
を
超
え
五
〇
〇
人
以
下 

二
人 

五
〇
〇
人
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
人
以
下 

三
人 

一
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
二
、
〇
〇
〇
人
以
下 

四
人 

二
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
三
、
〇
〇
〇
人
以
下 

五
人 

 

３ 

衛
生
管
理
者
は
、
所
属
長
（
本
庁
に
あ
っ
て
は
、
総
務
局
長
。
第
五
項
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
同 



 
じ
。
）
が
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
。 

４ 
衛
生
管
理
者
は
、
第
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
衛
生
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
も

の
と
す
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
衛
生
管
理
者
選
任
報
告
書
（
別
記
様
式

第
二
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
衛
生
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
所

属
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
属
長
（
本
庁
に
あ
っ
て
は
、
総
務
局
長
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
安
全
衛
生
推
進
者
） 

第
十
条 

常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
で
、
施
行
令
第
二
条
に
規
定
す
る
業
種

の
う
ち
建
設
業
又
は
水
道
業
に
該
当
す
る
機
関
に
安
全
衛
生
推
進
者
を
置
く
。 

２ 

安
全
衛
生
推
進
者
は
、
所
属
長
が
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
一
人
選
任
す
る
。 

３ 

安
全
衛
生
推
進
者
は
、
法
第
十
二
条
の
二
に
定
め
る
業
務
を
行
う
。 

４ 

所
属
長
は
、
安
全
衛
生
推
進
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
安
全
衛
生
推
進
者
選
任
報
告
書
（

別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
安
全
衛
生
推
進
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
衛
生
推
進
者
） 

第
十
一
条 

常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
安
全

衛
生
推
進
者
を
置
く
機
関
を
除
く
。
）
に
衛
生
推
進
者
を
置
く
。 

２ 

衛
生
推
進
者
は
、
所
属
長
が
当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
一
人
選
任
す
る
。 

３ 

衛
生
推
進
者
は
、
法
第
十
二
条
の
二
に
定
め
る
業
務
を
行
う
。 

４ 

所
属
長
は
、
衛
生
推
進
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
衛
生
推
進
者
選
任
報
告
書
（
別
記
様
式

第
三
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
衛
生
推
進
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
産
業
医
） 

第
十
二
条 

各
機
関
に
産
業
医
を
置
く
。 

２ 

各
機
関
に
お
け
る
産
業
医
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

地
域
区
分 

機 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

関 

産 
 

業 
 

医 

本
庁
等
地
域 

本
庁 

広
島
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関
（
病
院
等
地
域

に
所
在
す
る
機
関
を
除
く
。
） 

東
京
事
務
所 

大
阪
事
務
所 

行
政
委
員
会
等
事
務
局 

商
工
労
働
局
本
庁 

企
業
局
本
庁 

広
島
市
に
所
在
す
る
企
業
局
地
方
機
関 

病
院
事
業
局
本
庁 

総
務
局
人
事
課
に
所
属
す
る

医
師
で
総
務
局
長
が
指
定
す

る
者 

病
院
等
地
域 

病
院 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
医
師 



 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

で
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者 

西
部
地
域 

呉
市
、
廿
日
市
市
及
び
山
県
郡
に
所
在
す
る
地

方
機
関 

西
部
保
健
所
長 

東
広
島
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関 

西
部
東
保
健
所
長 

東
部
地
域 
三
原
市
、
尾
道
市
、
福
山
市
に
所
在
す
る
地
方

機
関 

東
部
保
健
所
長 

北
部
地
域 

三
次
市
及
び
庄
原
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関 

北
部
保
健
所
長 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
産
業
医
に
つ
い
て
は
、

総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

一 

産
業
医
と
な
る
べ
き
保
健
所
長
が
兼
務
の
所
長
で
あ
る
場
合
（
厚
生
環
境
事
務
所
に
所
属
す
る
医

師
が
保
健
所
長
を
兼
職
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

二 

産
業
医
と
な
る
べ
き
保
健
所
長
が
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
な
い
場
合 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
総
務
局
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合 

 

（
産
業
医
の
職
務
） 

第
十
三
条 

産
業
医
は
、
法
第
十
三
条
に
定
め
る
職
務
を
行
う
。 

２ 

産
業
医
は
、
前
項
の
職
務
に
つ
い
て
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
勧
告
し
、
又
は
衛
生
管
理
者
、
安

全
衛
生
推
進
者
若
し
く
は
衛
生
推
進
者
に
対
し
て
指
導
し
、
若
し
く
は
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
作
業
主
任
者
） 

第
十
四
条 

施
行
令
第
六
条
に
定
め
る
作
業
を
行
う
機
関
に
そ
の
作
業
区
分
に
応
じ
て
法
第
十
四
条
に
規

定
す
る
作
業
主
任
者
を
置
く
。 

２ 

作
業
主
任
者
は
、
所
属
長
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
。 

３ 

所
属
長
は
、
作
業
主
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
作
業
主
任
者
選
任
報
告
書
（
別
記
様
式

第
四
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
作
業
主
任
者
の
職
務
） 

第
十
五
条 

作
業
主
任
者
は
、
法
第
十
四
条
に
定
め
る
職
務
を
行
う
。 

 

（
安
全
衛
生
管
理
主
任
者
） 

第
十
六
条 

各
機
関
（
本
庁
に
あ
っ
て
は
課
、
特
別
な
機
関
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

推
進
チ
ー
ム
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
安
全
衛
生
管
理
主
任
者
を
置
く
。 

２ 

安
全
衛
生
管
理
主
任
者
は
、
各
機
関
に
お
け
る
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
務
の
円
滑
な
推

進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
務
を
行
う
。 

３ 

安
全
衛
生
管
理
主
任
者
は
、
各
機
関
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
、
所
属
長
が
一
人
選
任
す
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

安
全
衛
生
委
員
会
等 

 

（
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
） 

第
十
七
条 

職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
総
括
的
な
事
項
を
調
査
・
審
議
す
る
た
め
の

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
を
置
く
。 

２ 

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
十
三
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 



 
一 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 
二 
安
全
管
理
者
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

三 
衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

四 

産
業
医
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

五 

安
全
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

四
人 

 

六 

衛
生
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
総
務
局
長
が
指
名
す
る
者 

五
人 

３ 

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
・
審
議
を
し
、
知
事
に
対
し
て
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

職
員
の
危
険
及
び
健
康
障
害
の
防
止
の
た
め
の
基
本
対
策
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
総
括
的
な
事
項

に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
基
本
対
策
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
総
括
的
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。 

 

三 

労
働
災
害
の
原
因
及
び
防
止
対
策
で
安
全
及
び
衛
生
に
係
る
も
の
の
う
ち
総
括
的
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
の
ほ
か
職
員
の
危
険
及
び
健
康
障
害
の
防
止
並
び
に
健
康
の
保
持
増
進
に
係
る
重
要
事
項

の
う
ち
総
括
的
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

４ 

総
括
安
全
衛
生
委
員
会
の
運
営
方
法
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
が
別
に

定
め
る
。 

 

（
安
全
衛
生
委
員
会
） 

第
十
八
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
で
、
施
行
令
第
二
条
に
規
定
す
る
業
種
の
う
ち

建
設
業
に
該
当
す
る
機
関
に
安
全
衛
生
委
員
会
を
置
く
。 

２ 

安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
九
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 

一 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者 

一
人 

 

二 

安
全
管
理
者
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

三 

衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

四 

産
業
医
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

五 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
で
安
全
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名

す
る
者 

三
人 

 

六 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
で
衛
生
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名

す
る
者 

二
人 

３ 

安
全
衛
生
委
員
会
は
、
当
該
機
関
に
お
い
て
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
法
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め

る
事
項
の
調
査
・
審
議
を
し
、
所
属
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

安
全
衛
生
委
員
会
の
運
営
方
法
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
安
全
衛
生
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
委
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
安
全
衛
生
委
員
会
委
員
選
任
報
告
書
（
別
記
様

式
第
五
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



６ 

所
属
長
は
、
安
全
衛
生
委
員
会
を
開
催
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
安
全
衛
生
委
員
会
に
お
け

る
議
事
の
概
要
を
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
職
員
に
周
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

所
属
長
は
前
項
の
安
全
衛
生
委
員
会
を
開
催
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
安
全
衛
生
委
員
会
開
催
状
況

報
告
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
衛
生
委
員
会
） 

第
十
九
条 

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
機
関
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
衛
生
委
員

会
を
置
く
機
関
を
除
く
。
）
に
衛
生
委
員
会
を
置
く
。 

２ 

衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
五
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 

一 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者 

一
人 

 

二 

衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名
す
る
者 

一
人 

 

三 

産
業
医
の
う
ち
か
ち
所
属
長
が
指
名
す
る
者 
一
人 

 

四 

当
該
機
関
に
所
属
す
る
職
員
で
衛
生
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
指
名

す
る
者 

二
人 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
人
数
を
超
え
て
委
員
を
指
名
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
委
員
の
総
数
が
十
一
人
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

４ 

衛
生
委
員
会
は
、
当
該
機
関
に
お
い
て
法
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
事
項
の
調
査
・
審
議
を
し
、

所
属
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

衛
生
委
員
会
の
運
営
方
法
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
衛
生
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

６ 

所
属
長
は
、
委
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
衛
生
委
員
会
委
員
選
任
報
告
書
（
別
記
様
式
第

五
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

所
属
長
は
、
衛
生
委
員
会
を
開
催
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
衛
生
委
員
会
に
お
け
る
議
事
の

概
要
を
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

８ 

所
属
長
は
前
項
の
衛
生
委
員
会
を
開
催
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
衛
生
委
員
会
開
催
状
況
報
告
書
（

別
記
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
委
員
の
推
薦
） 

第
二
十
条 

第
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
、
安
全
衛
生
委
員
会
及
び

衛
生
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
以
外
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
関

の
職
員
の
過
半
数
で
組
織
す
る
職
員
団
体
又
は
労
働
組
合
（
以
下
こ
れ
ら
の
団
体
を
「
職
員
団
体
等
」 

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
職
員
団
体
又
は
労
働
組
合
、
職
員
団
体
等
が
な
い
場
合
に

お
い
て
は
職
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
推
薦
に
基
づ
い
て
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
意
見
の
聴
取
等
） 



第
二
十
一
条 

安
全
衛
生
委
員
会
又
は
衛
生
委
員
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
機
関
の
所
属
長
は
、
職
員
の
安

全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
職
員
の
意
見
を
聞
く
た
め
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
必
要
に
応
じ
て
総
務

局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
三
章 

健
康
管
理 

 

（
健
康
診
断
の
種
類
） 

第
二
十
二
条 

総
務
局
長
は
、
職
員
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
健
康
診
断
を
実
施

す
る
。 

 

一 

採
用
時
健
康
診
断 

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
。 

 

二 

一
般
定
期
健
康
診
断 

毎
年
定
期
に
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
。 

 

三 

特
別
定
期
健
康
診
断 

毎
年
定
期
に
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
衛
生
上
有
害
な
業
務
に
常
時
従
事

す
る
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
。 

 

四 

長
期
海
外
派
遣
職
員
の
健
康
診
断 

長
期
に
海
外
へ
派
遣
す
る
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
。 

 

五 

そ
の
他
の
健
康
診
断 

必
要
に
よ
り
実
施
す
る
。 

２ 

一
般
定
期
健
康
診
断
に
お
い
て
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
を
併
せ
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
健
診
項
目
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
健
康
診
断
の
実
施
） 

第
二
十
三
条 

所
属
長
は
、
健
康
診
断
が
実
施
さ
れ
る
と
き
は
、
総
務
局
長
の
指
示
に
従
い
期
日
又
は
期

間
の
ほ
か
必
要
な
事
項
を
職
員
に
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
職
員
が
受
診
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
健
康
診
断
が
実
施
さ
れ
る
と
き
は
、
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
健
康
診
断
個
人
票
を
産

業
医
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
健
康
診
断
受
診
の
義
務
） 

第
二
十
四
条 

職
員
は
、
指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期
間
内
に
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
健
康
診
断
結
果
の
取
扱
方
法
） 

第
二
十
五
条 

産
業
医
は
、
健
康
診
断
を
実
施
し
た
と
き
は
、
そ
の
健
康
診
断
の
結
果
を
総
務
局
長
が
別

に
定
め
る
所
見
区
分
に
よ
り
判
定
し
、
必
要
に
応
じ
て
意
見
を
付
し
て
、
健
康
診
断
個
人
票
に
記
入
の

う
え
当
該
個
人
票
を
所
属
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
健
康
診
断
個
人
票
に
よ
り
職
員
ご
と
に

健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

産
業
医
は
、
健
康
診
断
終
了
後
直
ち
に
そ
の
結
果
を
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

所
属
長
は
、
健
康
診
断
個
人
票
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



広

島

県

訓

令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
議
会
事
務
局
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広

島

県

監

査

委

員

訓

令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
管
理
規
程 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程 

広

島

県

訓

令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
議
会
事
務
局
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広

島

県

監

査

委

員

訓

令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程 

５ 

所
属
長
は
、
職
員
が
配
置
換
え
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
職
員
の
健
康
診
断
個
人
票
を
当
該
職

員
が
新
た
に
所
属
す
る
機
関
の
所
属
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
事
後
措
置
） 

第
二
十
六
条 
所
属
長
は
、
産
業
医
の
判
定
に
よ
り
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
及
び
そ
の
他
職
員
の
健
康
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合

に
は
、
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
総
務
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
秘
密
の
保
持
） 

第
二
十
七
条 

職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
及
び
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
職

員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
非
常
勤
職
員
） 

第
二
十
八
条 

地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
職
員
の
う
ち
総
務
局
長
が

別
に
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
二
十
九
条 

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、

総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
管
理
審
議
規
程
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
管
理
審
議
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
令
和
四
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

第
一
号
） 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
基
づ
く
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
廃
止
） 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

３ 

広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

第
一
号
） 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
は
、
廃
止
す
る
。



（別記） 

様式第１号（第８条関係） 

 

安 全 管 理 者 選 任 報 告 書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

所属長 職氏名           

 

次のとおり安全管理者を選任しました。 

機 関 名   

職 員 数 人 

職 ・ 氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 

選 任 年 月 日 年  月  日 

経 歴 概 要   

参 考 事 項   

備考 

１ 「経歴概要」の欄には，規則第５条に規定する安全管理者の資格要件に関する学

歴・職歴・勤務年数・研修修了の旨などを記載すること。 

２ 「参考事項」の欄には，新任・改任などの選任事由と解任や死亡等による選任の

場合は前任者の氏名・解任などの年月日とを併記すること。 



様式第２号（第９条関係） 

 

衛 生 管 理 者 選 任 報 告 書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

所属長 職氏名           

 

次のとおり衛生管理者を選任しました。 

機 関 名   

職 員 数 人 

職 ・ 氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 

選 任 年 月 日 年  月  日 

資格取得年月日 年  月  日 

経 歴 概 要   

参 考 事 項   

備考 

１ 「資格取得年月日」の欄には，規則第10条に規定する資格要件（医師免許や衛生

管理者免許）を取得した年月日を記載し，免許証の写しを添付すること。 

２ 「経歴概要」の欄には，衛生管理者の免許試験の受験資格に関する学歴・職歴・

勤務年数などを記載すること。 

３ 「参考事項」の欄には，新任・改任などの選任事由と解任や死亡等による選任の

場合は前任者の氏名・解任などの年月日とを併記すること。 



様式第３号（第10条，第11条関係） 

 

安全衛生推進者(衛生推進者)選任報告書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

所属長 職氏名           

 

次のとおり安全衛生推進者（衛生推進者）を選任しました。 

機 関 名   

職 員 数 人 

職 ・ 氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 

選 任 年 月 日 年  月  日 

経 歴 概 要 

  
  
  
  

参 考 事 項 

  
  
  
  

備考 

１ 「経歴概要」の欄には，昭和63年労働省告示第80号で定められている基準に関す

る学歴・職歴・勤務年数などを記載すること。 

２ 「参考事項」の欄には，新任・改任などの選任事由と解任や死亡等による選任の

場合は前任者の氏名・解任などの年月日とを併記すること。 

３ 不用の文字は，消すこと。 



様式第４号（第14条関係） 

 

作 業 主 任 者 選 任 報 告 書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

所属長 職氏名           

 

次のとおり作業主任者を選任しました。 

機 関 名   

作業従事職員数 人 

作
業
主
任
者 

職 名   免許・講習の区分 免許（ ）級・講習 

氏 名   免 許 証（修了証） 第      号 

生 年 月 日 年  月  日 交 付 者   

選 任 年 月 日 年    月    日 

作 業 設 備 の
概 要 等 

  

参 考 事 項   

備考 

１ 作業区分に応じて免許証や技能講習修了証の写しを添付すること。 

２ 「作業設備の概要等」の欄には，設備の規模と作業量について記載すること。 

３ 「参考事項」の欄には，新任・改任などの選任事由と解任や死亡等による選任の

場合は前任者の氏名・解任などの年月日とを併記すること。 



様式第５号（第18条，第19条関係） 

 

安全衛生委員会 

衛 生 委 員 会 
委員選任報告書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

               所属長 職氏名           

 

次のとおり委員を選任しました。 

機 関 名   

職 員 数 
 

人 
 

委 員 の 区 分 職 名 氏 名 年 齢 性別 備 考 

総括安全衛生
管 理 者 

          

安 全 管 理 者           

衛 生 管 理 者           

産 業 医           

安全に関する
経 験 者 

          

          

          

衛生に関する
経 験 者 

          

          

備考 

１ 備考の欄には職員団体・労働組合・職員代表推薦の有無を必ず記入すること。 

２ 不用の文字は，消すこと。 



様式第６号（第18条，第19条関係） 

 

安全衛生委員会 

衛 生 委 員 会 
開催状況報告書 

 

年  月  日 

 

  総 務 局 長 様 

 

               所属長 職氏名           

 

次のとおり委員会を開催しました。 

委 員 会 名   

開 催 日 時   

開 催 場 所   

出 席 委 員   

議 題   

審 議 内 容   

備考 

不用の文字は，消すこと。 

 


